
介護老人保健施設ヴィラかいせい
（介護予防）通所リハビリテーション・重要事項説明書
令和7年6月1日改訂
◆◆　重要事項説明書　◆◆
　あなた（またはあなたの家族）が利用しようと考えている介護老人保健施設（介護予防）通所リハビリテーションサービスについて、契約を締結する前に知っておいていただきたい内容を、説明いたします。わからないこと、わかりにくいことがあれば、遠慮なく質問をしてください。
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1　事業主体

	事業主体（法人名）
	社会医療法人博愛会　

	法人の種類
	社会医療法人

	代表者（役職名及び氏名）
	理事長　細川　吉博

	法人所在地
	〒080－2473　帯広市西23条南2丁目16番地27

	電話番号及びFAX番号
	電話　0155-38-7200　　FAX　0155-38-7202

	メールアドレス
	kaiseihp@hakuaikai.org

	設立年月日
	平成8年9月

	法人の理念
	1．公正　1．正義　1．誠実


2　事業所の概要

①事業所の名称等

	事業所の名称
	社会医療法人博愛会　介護老人保健施設ヴィラかいせい

	事業所の責任者（管理者）
	武藤　多津郎

	開設年月日
	平成24年6月1日

	介護保険事業者指定番号
	介護老人保健施設0154680052号

	事業所の所在地
	〒080－2472

帯広市西22条南2丁目2番地10

	電話番号及びFAX番号
	電話　0155-37-7600　　FAX　0155-37-7602

	メールアドレス
	villa-kaisei@hakuaikai.org

	交通機関
	帯広駅から車で約15分

	敷地概要・面積
	敷地面積：8842.37㎡

	建物概要
	構造：鉄筋コンクリート一部4階　　延床面積：5306.34㎡

	事業所で実施するサービス
及び　定員
	介護老人保健施設　（10ユニット×10名　100名定員）
（介護予防）短期入所療養介護

（介護予防）通所リハビリテーション　（定員30名/日）

	損害賠償責任保険の加入先
	社団法人　全国老人保健施設協会


②主な設備

	設備
	室数
	面積等

	特別浴室
	1室
	21.683㎡（脱衣室含む）

	地域交流サロン
	1室
	合計28.962㎡

	ラウンジ
	3箇所
	合計21.043㎡

	オストメイト対応トイレ
	1室
	6.528㎡

	トイレ
	3室
	合計15.170㎡

	診察室
	1室
	10.280㎡

	ボランティア室
	1室
	17.165㎡

	家族介護教室
	1室
	18.455㎡

	通所者用デイルーム
	1室
	170.522㎡

	通所者用浴室
	1室
	39.928㎡


3　事業の目的と運営方針

	事業の目的
	介護老人保健施設ヴィラかいせいは、看護、医学的管理の下での介護やリハビリテーション、その他必要な医療と日常生活上のお世話などの介護保健施設サービスを提供することで、入所者の能力に応じた日常生活を営むことができるようにし、１日でも早く家庭での生活に戻ることができるように支援すること、また、利用者の方が居宅での生活を１日でも長く継続できるよう、（介護予防）短期入所療養介護や（介護予防）通所リハビリテーションといったサービスを提供し、在宅ケアを支援することを目的とした施設です。

	運営方針
	利用者の尊厳を守り、安全に配慮しながら、生活機能の維持・向上をめざし総合的に援助します。また、家族や地域の方々・機関と協力し、安心して自立した在宅生活が続けられるよう支援します。

1、 包括的ケアサービス施設

利用者の意思を尊重し、望ましい在宅または施設生活が過ごせるようチームで支援します。そのため、利用者に応じた目標と支援計画を立て、必要な医療、看護や介護、リハビリテーションを提供します。

2、 リハビリテーション施設

体力や基本動作能力の獲得、活動や参加の促進、家庭環境の調整など生活機能向上を目的に、集中的な維持期リハビリテーションを行います。

3、 在宅復帰施設

脳卒中、廃用症候群、認知症等による個々の状態像に応じて、多職種からなるチームケアを行い、早期の在宅復帰に努めます。

4、 在宅生活支援施設

自立した在宅生活が継続できるよう、介護予防に努め、入所や通所・訪問リハビリテーションなどのサービスを提供するとともに、他サービス機関と連携して総合的に支援し、家族の介護負担の軽減に努めます。

5、 地域に根差した施設

家族や地域住民と交流し情報提供を行い、さまざまなケアの相談に対応します。市町村自治体や各種事業者、保健・医療・福祉機関などと連携し、地域と一体となったケアを積極的に担います。また、評価・情報公開を積極的に行い、サービスの向上に努めます。


4　職員勤務の体制

1 職員配置状況（令和7年4月1日現在）

	職種
	常勤
	非常勤
	職務内容

	医師（管理者含）
	0
	3
	利用者の診療健康管理を行うとともに、施設全体の業務の総括等を行います。

	看護職員
	2（兼務）
	0
	利用者の健康状態を的確に把握し、看護及び診療補助等を行います。

	介護職員
	4
	2
	利用者の心身の状況等を的確に把握し、介護を行うとともに家族に介護に関する指導等を行います。

	リハビリ職員
	8（兼務）
	1（兼務）
	利用者の身体の状況を的確に把握し、機能訓練及びリハビリに関する指導等を行います。

	管理栄養士
	2（兼務）
	0
	利用者の栄養状態を的確に把握し、栄養管理及び指導等を行います。


②主な職種の勤務の体制

	職種
	勤　務　体　制

	管理者（医師）
	日勤8:30～17:30

	リハビリ職員
	

	管理栄養士
	

	看護職員
	

	介護職員
	


5　サービスの概要

	（介護予防）
通所リハビリテーション
計画の作成、見直し
	「8（介護予防）通所リハビリテーション計画及び記録について」を参照ください。

	送　迎
	自宅玄関から当施設まで専用車両にて送迎します。車椅子での昇降も対応可能です。

	食　事
	食事の提供及び食事の介助をします。医師の指示に基づき管理栄養士が、身体状況・嗜好、栄養バランスに配慮して作成した献立表に基づいて提供します。セントラルキッチンから食事が運ばれ、施設で再加熱して提供します。

	排　泄
	利用者の状況に応じ、適切な介助を行うとともに、排泄の自立についても適切な援助を行います。

	入　浴
	利用者の状況に応じ、衣服の着脱、身体の清拭、洗髪、洗身等の適切な介助を行います。一般浴槽の他、入浴に介助を要する利用者には特殊浴槽で対応します。

	リハビリテーション
	医師の指示に基づき理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等が利用者の状況に応じたリハビリテーションを行い、身体機能の維持、拡大ができるよう努めます。

	医学的管理
	医師の指示のもと、血圧測定、体温測定等、利用者の健康状態の把握に努めます。

	余暇活動
	趣味活動や日課が継続できるよう、利用者個々の意向やこれまでの生活歴などを基に諸活動への参加を促すなど、日々をその人らしく過ごせるよう支援します。

	相談援助
	利用者・家族に対し、サービス利用に関する相談だけでなく、日常生活での不安や悩み、将来的な方向性などの相談についても伴に考えていけるよう努めます。

	諸サービスの紹介
	当事業所で委託契約を行っている、CSセットサービスを紹介します。


6　サービスの利用料金
①保険給付サービス利用料金

	保険給付サービス
	要支援・要介護度別に応じて定められた金額（省令により変更あり）から介護保険給付額を除いた金額が利用者負担額になります。介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、利用者の負担額を変更します。
（掲載額は1割負担分です。2割負担の場合は2を、3割負担の場合は3を掲示額に乗じた額となります。）


介護予防通所リハビリテーション費
	介護度
	要支援1
	要支援2

	サービス利用料金
	2,268円／月
	4,228円／月


通常規模型通所リハビリテーション費
	介護度
	要介護1
	要介護2
	要介護3
	要介護4
	要介護5

	1～2時間 
	369円／日
	398円／日
	429円／日
	458円／日
	491円／日

	2～3時間 
	383円／日
	439円／日
	498円／日
	555円／日
	612円／日

	3～4時間 
	486円／日
	565円／日
	643円／日
	743円／日
	842円／日

	4～5時間 
	553円／日
	642円／日
	730円／日
	844円／日
	957円／日

	5～6時間 
	622円／日
	738円／日
	853円／日
	987円／日
	1,120円／日

	6～7時間 
	715円／日
	850円／日
	981円／日
	1,137円／日
	1,290円／日

	7～8時間 
	762円／日
	903円／日
	1,046円／日
	1,215円／日
	1,379円／日


	感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の加算
	所定単位数の3％の

単位数(円)／月
	感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が生じ、当該月の利用者数の実績が当該月の前年度における月平均の利用者数よりも5％以上減少している場合、左記のとおり加算分の利用者負担があります。
※利用者数が減少した月の翌々月から3月以内に限り算定します。ただし特別の事情があると認められる場合は、当該加算の期間が終了した月の翌月から3月以内に限り、引き続き算定します。


（1時間以上2時間未満　通所リハビリテーションのみ）
	理学療法士等体制強化加算
	30円／日
	理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を専従かつ常勤で2名以上配置している場合、左記のとおり加算分の利用者負担があります。


（7時間以上8時間未満　通所リハビリテーションのみ）
	延長加算
	イ　 8時間以上09時間未満
	50円／回
	所要時間7時間以上8時間未満の通所リハビリテーションの前後に日常生活上の世話を行った場合、又は通所リハビリテーションの所要時間と通所リハビリテーションの前後に行った日常生活上の世話の所要時間を通算した時間が8時間以上になる場合、左記のとおり加算分の利用者負担があります。

	
	ロ　 9時間以上10時間未満
	100円／回
	

	
	ハ　10時間以上11時間未満
	150円／回
	

	
	ニ　11時間以上12時間未満
	200円／回
	

	
	ホ　12時間以上13時間未満
	250円／回
	

	
	ヘ　13時間以上14時間未満
	300円／回
	


（介護予防通所リハビリテーションを除く）
	リハビリテーション
提供体制加算
	イ　3時間以上4時間未満
	12円／回
	当該事業所に配置されている理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の合計数が、当該事業所の利用者の数が25又はその端数を増すごとに1以上である場合、左記のとおり加算分の利用者負担があります。


	
	ロ　4時間以上5時間未満
	16円／回
	

	
	ハ　5時間以上6時間未満
	20円／回
	

	
	ニ　6時間以上7時間未満
	24円／回
	

	
	ホ　7時間以上利用者負担
	28円／回
	


	高齢者虐待防止
措置未実施減算
	所定単位数から
－1％（円）／日
	虐待の発生またはその再発を防止するための以下の措置を講じていない場合、左記のとおりの減算となります。
・虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
・虐待の防止のための指針を整備すること。
・従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
・上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと。


	業務継続計画
未策定事業所減算
	所定単位数から
－1％（円）／日
	感染症や災害が発生した場合であっても必要な介護サービスを継続的に提供できる体制を構築するため、下記の措置を講じていない場合、左記のとおりの減算となります。
・感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画を策定すること。
・当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずること。


（介護予防通所リハビリテーションを除く）
	入浴介助加算（Ⅰ）
	40円／日
	入浴介助を適切に行うことができる人員及び設備を有しており、実際に入浴介助を行った場合、左記のとおり加算分の利用者負担があります。

	入浴介助加算（Ⅱ）
	60円／日
	（Ⅰ）及び以下の要件を満たす場合、左記のとおり加算分の利用者負担があります。
・医師等が当該利用者の居宅を訪問し、浴室における当該利用者の動作及び浴室の環境を評価していること。この際、当該利用者の居宅の浴室が、当該利用者自身又は家族等の介助により入浴を行うことが難しい環境にある場合は、訪問した医師等が、介護支援専門員・福祉用具専門相談員と連携し、福祉用具の貸与・購入・住宅改修等の浴室の環境整備に係る助言を行うこと。ただし医師等による利用者の居宅への訪問が困難な場合には、医師等の指示の下、介護職員が利用者の居宅を訪問し、情報通信機器等を活用して把握した浴室における当該利用者の動作及び浴室の環境を踏まえ、医師等が当該評価・助言を行っても差し支えないものとする。
・当該事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、医師との連携の下で、当該利用者の身体の状況や訪問により把握した当該利用者の居宅の浴室の環境等を踏まえた個別の入浴計画を作成すること。

・上記の入浴計画に基づき、個浴その他の利用者の居宅の状況に近い環境にて入浴介助を行うこと。
※（Ⅰ）と（Ⅱ）は併用して算定できません。


（介護予防通所リハビリテーションを除く）

	リハビリテーションマネジメント加算（イ）
	6月以内
	560円／月
	6月以降
	240円／月

	リハビリテーションマネジメント加算（ロ）
	6月以内
	593円／月
	6月以降
	273円／月

	リハビリテーションマネジメント加算（ハ）
	6月以内
	793円／月
	6月以降
	473円／月

	医師が利用者又はその家族に対して訪問リハビリテーション計画について説明し、利用者の同意を得た場合
	上記に加えて
270円／月

	リハビリテーションマネジメント加算要件
	(イ)
	(ロ)
	(ハ)

	（1）指定通所リハビリテーション事業所の医師が、指定通所リハビリテーションの実施に当たり、当該事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士に対し、利用者に対する当該リハビリテーションの目的に加えて、当該リハビリテーション開始前又は実施中の留意事項、やむを得ず当該リハビリテーションを中止する際の基準、当該リハビリテーションにおける利用者に対する負荷等のうちいずれか1以上の指示を行うこと。
	○
	○
	○

	（2）（1）における指示を行った医師又は当該指示を受けた理学療法士、作業療法士、若しくは言語聴覚士が、当該指示の内容が（1）に掲げる基準に適合するものであると明確にわかるように記録すること。
	○
	○
	○

	（3）リハビリテーション会議（※）を開催し、リハビリテーションに関する専門的な見地から利用者の状況等に関する情報を構成員と共有し、当該リハビリテーション会議の内容を記録すること。
	○
	○
	○

	（4）通所リハビリテーション計画について、当該計画の作成に関与した理学療法士、作業療法士、又は言語聴覚士が利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得るとともに、説明した内容等について医師へ報告すること。
	○
	○
	○

	（5）通所リハビリテーション計画の作成に当たって、当該計画の同意を得た日の属する月から起算して6月以内の場合にあっては1月に1回以上、6月を超えた場合にあっては3月に1回以上、リハビリテーション会議を開催し、利用者の状態の変化に応じ、通所リハビリテーション計画を見直していること。
	○
	○
	○

	（6）指定通所リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、介護支援専門員に対し、リハビリテーションに関する専門的な見地から、利用者の有する能力、自立のために必要な支援方法及び日常生活上の留意点に関する情報提供を行うこと。
	○
	○
	○

	（7）以下のいずれかに適合すること。 
1)指定通所リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、居宅サービス計画に位置付けた指定訪問介護の事業とその他の指定居宅サービスに該当する事業に係る従業者と指定通所リハビリテーションの利用者の居宅を訪問し、当該従業者に対し、リハビリテーションに関する専門的な見地から介護の工夫に関する指導及び日常生活上の留意点に関する助言を行うこと。 
2)指定通所リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、指定通所リハビリテーションの利用者の居宅を訪問し、その家族に対し、介護の工夫に関する指導及び日常生活上の留意点に関する助言を行うこと。
	○
	○
	○

	（8）（1）から（7）までに掲げる基準に適合することを確認し、記録すること。
	○
	○
	○

	（9）指定通所リハビリテーション事業所における利用者毎のリハビリテーション計画書等の内容等の情報を厚生労働省に提出し、リハビリテーションの提供にあたって、当該情報その他リハビリテーションの適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。
	
	○
	○

	（10）事業所の従業者として、又は外部との連携により管理栄養士を1名以上配置していること。
	
	
	○

	（11）利用者ごとに、多職種が共同して栄養アセスメント及び口腔アセスメントを行っていること。
	
	
	○

	（12）利用者ごとに、言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員がその他の職種の者と共同して口腔の健康状態を評価し、当該利用者の口腔健康状態に係る解決すべき課題の把握を行っていること。
	
	
	○

	（13）利用者ごとに、関係職種が、通所リハビリテーション計画の内容の情報等や、利用者の口腔の健康状態に関する情報及び利用者の栄養状態に関する情報を相互に共有すること。
	
	
	○

	（14）共有した情報を踏まえ、必要に応じて通所リハビリテーション計画を見直し、当該見直しの内容を関係職種に対して情報提供していること。
	
	
	○


※リハビリテーション会議への参加について、利用者の了解を得たうえでICT等（テレビ会議システムの他、携帯電話等でのテレビ電話を含む）を活用してもよいこととする。 
※リハビリテーション会議の開催頻度について、過去に一定以上の期間・頻度で介護保険または医療保険のリハビリテーションに係る報酬の請求がある利用者におけるリハビリテーション会議の開催については、算定当初から3月に1回でよいこととする。
(介護予防通所リハビリテーションを除く)

	短期集中個別リハビリテーション実施加算
	110円／日
	リハビリテーションマネジメント加算を算定しており、医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が、利用者に対して、その退院（所）日又は認定日から起算して3月以内の期間に個別リハビリテーションを集中的に行った場合、左記のとおり加算分の利用者負担があります。

※認知症短期集中リハビリテーション実施加算又は生活行為向上リハビリテーション実施加算を算定している場合は算定できません。


(介護予防通所リハビリテーションを除く)

	認知症短期集中

リハビリテーション実施加算（Ⅰ）

（退院（所）日又は通所開始日

から3月以内）
	240円／日
	認知症であり、かつリハビリテーションによって生活機能の改善が見込まれると医師が判断した者に対して、医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が、集中的なリハビリテーションを個別に行い、以下の要件を満たした場合、左記のとおり加算分の利用者負担があります。

実施加算（Ⅰ）

(1)1週間に2日を限度として個別にリハビリテーションを実施。

(2)リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算定している。

実施加算（Ⅱ）

(1)1月に4回以上リハビリテーションを実施。

(2)リハビリテーションの実施頻度、実施場所及び実施時間等が記載された通所リハビリテーション計画を作成し生活機能の向上に資するリハビリテーションを実施。

(3)リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)を算定している。

※上記実施加算（Ⅰ）（Ⅱ）は併せて算定できません。また、短期集中個別リハビリテーション加算又は生活行為向上リハビリテーション実施加算を算定している場合も算定できません。

	認知症短期集中

リハビリテーション実施加算（Ⅱ）

（退院（所）日又は通所開始日の属する月から3月以内）
	1,920円／月
	


	（介護予防通所リハビリテーション）
生活行為向上

リハビリテーション実施加算
	562円／月
（開始月から6月以内）
	以下の要件をすべて満たす場合、左記のとおり加算分の利用者負担があります。
・生活行為の内容の充実を図るための専門的な知識や経験を有する作業療法士、生活行為の内容の充実を図るための研修を修了した理学療法士、言語聴覚士が配置されていること。
・生活行為の内容の充実を図るための目標や、目標を踏まえたリハビリテーションの実施頻度、実施場所等が記載されたリハビリテーション実施計画を定めて、リハビリテーションを提供すること。

・当該計画で定めたリハビリテーションの実施期間中及びリハビリテーションの提供終了日前1月以内にリハビリテーション会議を開催し、目標の達成状況を報告すること。
・リハビリテーションマネジメント加算(A)・(B)のいずれかを算定していること(通所リハビリテーションのみ)。

・指定通所リハビリテーション事業所の医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が当該利用者の居宅を訪問し生活行為に関する評価をおおむね1月に1回以上実施すること。

	（通所リハビリテーション）
生活行為向上

リハビリテーション実施加算
	1,250円／月
（開始月から6月以内）
	


	若年性認知症利用者受入加算
	介護予防　240円／月

介護　　　 60円／日
	受け入れた若年性認知症利用者毎に個別の担当者を定めている場合、左記のとおり加算分の利用者負担があります。


（介護予防通所リハビリテーションのみ）

	利用開始月から起算して12月を超えた期間に介護予防通所リハビリテーションを行った場合
	要支援1　－120円／月の減算
要支援2　－240円／月の減算
	指定介護予防通所リハビリテーションの利用を開始した日の属する月から起算して12月を超えた期間に指定予防通所リハビリテーションを行う場合、左記のとおりの減算となります。


	退院時共同指導
加算
	600円／回
	病院又は診療所に入院中の者が退院するに当たり、訪問リハビリテーション事業所の医師又は、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が、退院前カンファレンスに参加し、退院時共同指導を行った場合に、当該者に対する初回の訪問リハビリテーションを行ったときに、当該退院につき1回限り、左記のとおり加算分の利用者負担があります。


※退院時共同指導とは、利用者又はその家族に対して、病院又は診療所の医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の従業者と利用者の状況等に関する情報を相互に共有した上で、在宅でのリハビリテーションに必要な指導を共同して行い、その内容を在宅でのリハビリテーション計画に反映させることをいう。
	栄養アセスメント加算
	50円／月
	管理栄養士1名以上(当該事業所の職員として、又は他の介護事業所・医療機関・栄養ケア・ステーションとの連携でも可)配置し、利用者ごとに管理栄養士、看護職員、介護職員、相談員その他の職種の者が共同して栄養アセスメントを実施し、当該利用者又はその家族に対してその結果を説明し、必要に応じ相談等に対応した場合で、利用者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、栄養管理の実施にあたって当該情報その他栄養管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していると左記のとおり加算分の利用者負担があります。
※口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ）及び栄養改善加算とは併せて算定できません。


	栄養改善加算
	介護予防　200円／月

介護　　  200円／回
	低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある利用者に対し、管理栄養士1名以上(当該事業所の職員として、又は他の介護事業所・医療機関・栄養ケア・ステーションとの連携でも可)配置し、管理栄養士、看護職員等が共同して栄養ケア計画を作成し、必要に応じ居宅を訪問する等、栄養改善サービスを行った場合、3月以内の期間に限り月2回を限度として）、左記のとおり加算分の利用者負担があります。


	口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ）
	20円／回
	介護サービス事業所の従業者が、利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の口腔の健康状態及び栄養状態について確認を行い、当該情報を利用者を担当する介護支援専門員に提供している場合、6月に1回を限度に、左記のとおり加算分の利用者負担があります。
※栄養アセスメント加算、栄養改善加算及び口腔機能向上加算と併せて算定できません。

	口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ）
	5円／回
	利用者が、栄養改善加算や口腔機能向上加算を算定している場合に、口腔の健康状態と栄養状態のいずれかの確認を行い、当該情報を利用者を担当する介護支援専門員に提供している場合、6月に1回を限度に、左記のとおり加算分の利用者負担があります。
※栄養アセスメント加算、栄養改善加算又は口腔機能向上加算を算定しており加算（Ⅰ）を算定できない場合にのみ算定可能です。


	口腔機能向上加算（Ⅰ）
	介護予防　　150円／月

介護　　　　150円／回
	言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を1名以上配置しており、利用者の口腔機能を利用開始時に把握し、言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員、介護職員、相談員その他の職種の者が共同して、利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画を作成し口腔機能改善管理指導計画に従い言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員が口腔機能向上サービスを行っているとともに、利用者の口腔機能を定期的に記録、及び計画の進捗状況を定期的に評価している場合、3月以内の期間に限り1月に2回を限度として左記のとおり加算分の利用者負担があります。（ただし、口腔機能向上サービスの開始から3月ごとの利用者の口腔機能の評価の結果、口腔機能が向上せず、口腔機能向上サービスを引き続き行うことが必要と認められる利用者については、引き続き算定が可能です）。

	口腔機能向上加算（Ⅱ）イ
	介護　　　　155円／回
	口腔機能向上加算(Ⅰ)の取組と、リハビリテーションマネジメント加算（ハ）を算定していることに加え、口腔機能改善管理指導計画等の情報を厚生労働省に提出し、口腔機能向上サービスの実施にあたって当該情報その他口腔衛生の管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用している場合、原則3月以内、月2回を限度に左記のとおり加算分の利用者負担があります。※（Ⅰ）と（Ⅱ）ロとは、併せて算定できません。

	口腔機能向上加算（Ⅱ）
ロ
	介護予防　　160円／月

介護　　　　160円／回
	口腔機能向上加算(Ⅰ)の取組と、リハビリテーションマネジメント加算（ハ）を算定していることに加え、口腔機能改善管理指導計画等の情報を厚生労働省に提出し、口腔機能向上サービスの実施にあたって当該情報その他口腔衛生の管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用している場合、原則3月以内、月2回を限度に左記のとおり加算分の利用者負担があります。※（Ⅰ）と（Ⅱ）イとは、併せて算定できません。


（介護予防通所リハビリテーションのみ）

	一体的サービス提供加算
	480円／月
	以下の要件をすべて満たす場合、左記のとおり加算分の利用者負担があります。
・栄養改善サービス及び口腔機能向上サービスを実施していること。
・利用者が介護予防通所リハビリテーションの提供を受けた日において、当該利用者に対し、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービスのうちいずれかのサービスを行う日を1月につき2回以上設けていること。
・栄養改善加算、口腔機能向上加算を算定していないこと。


（介護予防通所リハビリテーションを除く）

	重度療養管理加算
	100円／日
	所要時間1時間以上2時間未満の利用者以外の者であり、要介護3、要介護4又は5であって、別に厚生労働大臣が定める状態であるものに対して、医学的管理のもと、通所リハビリテーションを行った場合、左記のとおり加算分の利用者負担があります。

※別に厚生労働大臣が定める状態とは、以下のとおりです。

イ、常時頻回の喀痰吸引を実施している状態
ロ、呼吸障害等により人工呼吸器を使用している状態
ハ、中心静脈注射を実施している状態
ニ、人工腎臓を実施しており、かつ、重篤な合併症を有する状態
ホ、重篤な心機能障害、呼吸障害等により常時モニター測定を実施している状態
ヘ、膀胱又は直腸の機能障害の程度が身体障害者障害程度等級表の4級以上であり、ストーマの処置を実施している状態
ト、経鼻胃管や胃瘻等の経腸栄養が行われている状態
チ、褥瘡に対する治療を実施している状態
リ、気管切開が行われている状態


（介護予防通所リハビリテーションを除く）
	中重度者ケア体制加算
	20円／日
	指定基準に定められた員数に加え、看護職員又は介護職員を常勤換算方法で1以上確保し、かつ通所リハビリテーションを行う時間帯を通じて、専ら指定通所リハビリテーションの提供に当たる看護職員を１以上確保している場合で、前年度又は算定日が属する月の前3月間の指定通所リハビリテーション事業所の利用者数の総数のうち、要介護3以上である者の占める割合が100分の30以上の場合、左記のとおり加算分の利用者負担があります。


(介護予防通所リハビリテーションを除く)
	送迎減算利用者負担
	所定単位数から

片道－47円／回（片道）
	利用者に対して、その居宅と指定通所リハビリテーション事業所との送迎を行わない場合、左記のとおりの減算となります。


	科学的介護推進体制加算
	40円／月
	以下のいずれの要件も満たした場合、左記のとおり加算分の利用者負担があります。

・利用者ごとのADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の入所者の心身の状況等
に係る基本的な情報を、厚生労働省に提出していること。
・必要に応じて通所リハビリテーション計画を見直すなど、指定通所リハビリテーション
の提供にあたって、上記の情報その他指定通所リハビリテーションを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること。


(介護予防通所リハビリテーションを除く)

	移行支援加算
	12円／日
	評価対象期間において通所リハビリテーション終了者のうち、指定通所介護等を実施した者の割合が100分の3を超えており、12月を当該通所リハビリテーション事業所の利用者の平均利用延月数で除して得た数が100分の27以上であり、以下の要件を満たしている場合、評価対象期間の次の年度内に限り、左記のとおり加算分の利用者負担があります。
・評価対象期間中に通所リハビリテーションを終了した日から起算して14日以降44日以内に通所リハビ
リテーション終了者に対して電話等により指定通所介護等の実施状況を確認し記録すること。
・通所リハビリテーション終了者が指定通所介護等の事業所へ移行するにあたり、当該利用者のリハビ
リテーション計画書を移行先の事業所へ提供すること。


（支給限度額管理の対象外）

	サービス提供体制強化加算（Ⅰ）
	要支援1　　88円／月

要支援2　 176円／月

介護       22円／回
	以下いずれかに該当した場合、左記のとおり加算分の利用者負担があります。
(1)介護職員の総数のうち、介護福祉士の割合が70％以上である場合
(2)利用者に直接サービスを提供する職員の総数のうち、勤続10年以上の介
　護福祉士が25％以上である場合

	サービス提供体制強化加算（Ⅱ）
	要支援1　　72円／月

要支援2　 144円／月

介護　　　  18円／回
	介護職員の総数のうち、介護福祉士の割合が50％以上である場合、左記のとおり加算分の利用者負担があります。

	サービス提供体制強化加算（Ⅲ）
	要支援1　　24円／月

要支援2　　48円／月

介護　　 　　6円／回
	以下いずれかに該当した場合、左記のとおり加算分の利用者負担があります。
(1)介護職員の総数のうち、介護福祉士の割合が40％以上である場合
(2)利用者に直接サービスを提供する職員の総数のうち、勤続7年以上の職員
が30％以上の場合


（支給限度額管理の対象外）
	職員等処遇改善加算（Ⅰ）
	1 により介護算定した単位数に8.6％を乗じた単位数(円)／月

	介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）
	1 により算定した単位数に8.3％を乗じた単位数(円)／月

	介護職員等処遇改善加算（Ⅲ）
	1 により算定した単位数に6.6％を乗じた単位数(円)／月

	介護職員等処遇改善加算（Ⅳ）
	1 により算定した単位数に5.3％を乗じた単位数(円)／月

	介護職員等処遇改善加算要件
	（Ⅰ）
	（Ⅱ）
	（Ⅲ）
	（Ⅳ）

	
	月額賃金改善要件Ⅰ

・新加算Ⅳの加算額の1/2以上を月給の改善に充てる。
	◎
	◎
	◎
	◎

	キャリアパス要件
	(1) キャリアパス要件Ⅰ（任用要件・賃金体系の整備等）

イ　介護職員の任用における職位、職責又は職務内容等の要件を定めている。

ロ　イに掲げる職位、職責又は職務内容等に応じた賃金体系を定めている。

ハ　イ、ロについて、就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、全ての介護職員に

周知している。
	○
	○
	○
	○

	
	(2) キャリアパス要件Ⅱ（研修の実施等）

イ　介護職員の職務内容等を踏まえ、介護職員と意見交換しながら、資質向上の目標及び

①・②のうち少なくともいずれかに関する具体的な計画を策定し、研修の実施又は研　　　

修の機会を確保している。

①資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は技術指導等を実施するととも

に、介護職員の能力評価を行う

②資格取得のための支援の実施

ロ　イについて、全ての職員に周知している
	○
	○
	○
	○

	
	1 キャリアパス要件Ⅲ（昇給の仕組みの整備等）

イ　介護職員について、経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基

づき定期に昇給を判定する仕組みを設けている。

①経験に応じて昇給する仕組み
②資格等に応じて昇給する仕組み
③一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み
ロ　イについて、全ての介護職員に周知している。
	○
	○
	○
	―

	
	2 キャリアパス要件Ⅳ（改前後の賃金要件）

賃金改善差額が月額平均８万円以上又は改善後の賃金が年額440万円以上となる者の数が

事業所あたり1以上となるような計画になっていること。ただし、満たさない場合は、小規

模事業所等である等の理由を記載すること。
	○
	○
	―
	―

	
	3 キャリアパス要件Ⅴ（介護福祉士等の配置要件）

労働者災害補償保険法、最低賃金法、労働安全衛生法、雇用保険法その他の労働に関する法令に違反し、罰金以上の刑に処せられていないこと。
	○
	―
	―
	―

	職場環境等要件（令和６年度まで）
	入職促進に向けた取組
	1 法人や事業所の経営理念やケア方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化

2 事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築

3 他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築

4 職業体験の受入れや地域行事への参加や主催等による職業魅力度向上の取組みの実施
	〇　区分ごとに１つ以上取組んでいる
	〇　区分ごとに１つ以上取組んでいる
	〇　区分ごとに１つ以上取組んでいる
	〇　区分ごとに１つ以上取組んでいる

	
	資質の向上やキャリアアップに向けた支援
	5 働きながら介護福祉士取得を目指すものに対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等

6 研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動

7 エルダー・メンター制度等導入

8 上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ等に関する定期的な相談の機会の確保
	
	
	
	

	
	両立支援・多様な働き方の推進
	9 子育てや家族等の介護棟と仕事の両立を目指す者のための休業制度等の充実、事業所内託児施設の整備

10 職員の事情等の状況に応じた勤怠シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備

11 有給休暇が取得しやすい環境の整備

12 業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談体制の充実
	
	
	
	

	
	腰痛を含む心身の健康管理
	13 介護職員の身体の負担軽減のための介護技術の習得支援、介護ロボットやリフト等の介護機器等導入及び研修等による腰痛対策の実施

14 短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業員のための休憩室の設置等健康管理対策の実施

15 雇用管理改善のための管理者に対する研修等の実施

16 事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備
	
	
	
	

	
	生産性向上のための業務改善の取組
	17 タブレット端末やインカム等のＩＣＴ活用や見守り機器等の介護ロボットやセンサー等の導入による業務量の縮減

18 高齢者の活躍等による役割り分担の明確化

19 ５Ｓ活動等の実践による職場環境の整備

20 業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減
	〇　区分ごとに１つ以上取組んでいる
	〇　区分ごとに１つ以上取組んでいる
	〇　区分ごとに１つ以上取組んでいる
	〇　区分ごとに１つ以上取組んでいる

	
	やりがい・働きがいの醸成
	㉑ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善

㉒地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上に資する、地域の児童・生徒や住民との交流の実施

㉓利用者本位のケア方針等介護保険や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供

㉔ケアの好事例や利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供
	
	
	
	

	職場環境等要件（令和７年度以降）
	入職促進に向けた取組
	1 法人や事業所の経営理念やケア方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化

2 事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築

3 他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築

4 職業体験の受入れや地域行事への参加や主催等による職業魅力度向上の取組みの実施
	◎　区分ごとに２つ以上取組んでいる
	◎　区分ごとに２つ以上取組んでいる
	◎　区分ごとに１つ以上取組んでいる
	◎　区分ごとに１つ以上取組んでいる

	
	資質の向上やキャリアアップに向けた支援
	5 働きながら介護福祉士取得を目指すものに対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対するユニットリーダー研修、ファーストステップ研修、喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等

6 研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動

7 エルダー・メンター制度等導入

8 上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ等に関する定期的な相談の機会の確保
	
	
	
	

	
	両立支援・多様な働き方の推進
	9 子育てや家族等の介護棟と仕事の両立を目指す者のための休業制度等の充実、事業所内託児施設の整備

10 職員の事情等の状況に応じた勤怠シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備

11 有給休暇が取得しやすい雰囲気・意識作りのため、具体的な取得目標を定めた上で、取得状況を定期的に確認し、身近な上司等から積極的な声掛けを行っている

12 有給休暇取得促進のため、情報許攸や複数担当制等により、業務の属人化の解消、業務配分の偏りの解消を行っている
	
	
	
	

	
	腰痛を含む心身の健康管理
	13 業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談体制の充実

14 短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業員のための休憩室の設置等健康管理対策の実施

15 介護職員の身体の負担軽減のための介護技術の習得支援、職員に対する腰痛対策の研修、管理者に対する雇用管理改善等の実施

16 事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備
	
	
	
	

	
	生産性向上（業務改善及び働く環境改善）のための取組
	17 厚生労働省が示している「生産性向上ガイドライン」に基づき、業務改善活動の体制構築を行っている

18 現場の課題の見える化を実施している

19 ５Ｓ活動等の実践による職場環境の整備を行っている

20 業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減を行っている

㉑介護ソフト、情報端末の導入

㉒介護ロボット又はインカム等の職員間の連絡調整の迅速化に資するＩＣＴ機器の導入

㉓業務内容の明確化と役割分担を行い、介護職員がケアに集中できる環境を整備

㉔各種委員会の共同設置、各種指針・計画の共同策定、物品の共同購入等の事務処理部門の集約、共同で行うＩＣＴインフラの整備、人事管理システムや福利厚生システム等の共通化等、協働化を通じた職場環境の改善に向けた取組の実施

※生産性向上体制推進加算を取得している場合には、「生産性向上のための取組」の要件を満たすものとする

※小規模事業者は、㉔の取組みを実施していれば、「生産性向上のための取組」の要件を満たすものとする
	◎　３つ以上取組んでいる（⑰又は⑱は必須）
	◎　３つ以上取組んでいる（⑰又は⑱は必須）
	◎　２つ以上取組んでいる
	◎　２つ以上取組んでいる

	
	やりがい・働きがいの醸成
	㉕ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善

㉖地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上に資する、地域の児童・生徒や住民との交流の実施

㉗利用者本位のケア方針など介護保険や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供

㉘ケアの好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供
	◎２つ以上取組んでいる
	◎２つ以上取組んでいる
	◎１つ以上取組んでいる
	◎１つ以上取組んでいる


②その他のサービス利用料金
以下の金額は利用料金の全額が利用者の負担になります。

	昼食費※
	690円／食
	おやつ代を含む料金です。1食につき、左記の利用者負担があります。

	施設内
コインランドリー
	洗濯・乾燥

各100円／回
	施設内のコインランドリーを使用される場合、左記の利用者負担があります。

	レクリエーション
余暇活動
	都度実費
	利用者の希望により、教養娯楽としてレクリエーションや余暇活動に参加していただくことができます。

	領収書再発行
	550円／枚
	利用料領収書の再発行を希望される場合、左記の利用者負担があります。

	その他証明書
	都度実費
	上記書類以外の診断書等を希望される場合、その内容に応じて左記の利用者負担があります。

	複写物
	10円／枚
	複写物を希望される場合、左記の利用者負担があります。


　※は非課税です。非課税以外の利用料金は税込で表示しております。
③利用料金の支払い方法

	利用料、その他の費用の請求
	利用料、その他の費用はサービス提供ごとに計算し、利用月ごとの合計金額により請求いたします。請求書は、利用明細を添えて利用月の翌月10日以降に利用者宛にお届けします。

	利用料、その他の費用の支払い
	原則として、自動口座引き落としでのお支払いをお願いしております。（口座引き落としの手数料につきましては、当法人が負担いたします。）口座引き落としの手続きが間に合わない等の場合は、請求月の27日までに下記のいずれかの方法によりお支払いください。
ア）事業所での現金支払い

イ）事業者指定口座への振り込み

　　＊振り込み手数料につきましては、利用者様ご負担となります。

【事業者指定口座振り込みの場合】

　　　北海道銀行　帯広支店　　普通預金　口座番号　１４４２９６４

　　　口座名義　　イ）ハクアイカイ　リジチョウ　ホソカワ　ヨシヒロ
　　　　　　　　　社会医療法人　博愛会　理事長　細川　吉博

※お支払いの確認後、領収書をお渡ししますので、必ず保管をお願いします。


7　利用にあたっての留意事項

	送　迎
	希望時間の送迎は調整できない場合があります。交通状況によって送迎時間が大幅に変更になる場合や、大雪などによる路面状況等の悪化により送迎できない場合があります。

	食　事
	栄養面、衛生面の観点から特別な事由がない限り事業所の食事をご利用ください。また、食品を持ち込まれる場合は必ず職員にお伝えください。食品の状態によっては事業所で処分させていただく場合があります。

	入　浴
	利用者様の体調によっては入浴サービスを中止させていただく場合があります。

	洗　濯
	汚れ具合によっては施設職員が漂白剤等で消毒させていただく場合がありますので、支障のない服をご用意ください。事業所内にはコインランドリーも設置しています。

	設備、備品の使用
	事業所内の設備や備品は、本来の用法に従ってご利用ください。本来の用法に反した利用により破損等が生じた場合は、弁償していただく場合があります。

	迷惑行為等
	騒音等、他の利用者の迷惑になる行為はご遠慮ください。状況によってサービスを中止させていただく場合があります。また無断で他の利用者の居室に立ち入らないようにしてください。

	飲酒、喫煙
	飲酒はご契約時にご相談ください。喫煙は敷地内禁煙となっておりますのでご遠慮ください。ライター等火気の使用及び所持も原則としてお断りいたします。

	所持品の持ち込み
	高価な貴重品の管理、及び現金のお預かりは原則として行いません。

	動物の持ち込み
	ペットの持ち込みはお断りいたします。

	宗教活動、政治活動

営利行為等
	事業所内で他の利用者に対する宗教活動、政治活動、営利行為等はご遠慮ください。


8　（介護予防）通所リハビリテーション計画及び記録について

	（介護予防）
通所リハビリテーション計画について
	介護老人保健施設ヴィラかいせい（介護予防）通所リハビリテーションサービスは、看護、医学的管理の下での介護やリハビリテーション、その他必要な医療と日常生活上のお世話などの在宅サービスを提供することで、利用者の能力に応じた日常生活を営むことができるようにし、可能な限り在宅での生活ができるように支援することを目的としております。
特に、医療機関からの退院患者において、退院後のリハビリテーションの早期開始を推進する観点から、医師等の従業者は、リハビリテーションを受けていた医療機関から退院した利用者に係る訪問リハビリテーション計画の作成に当たっては、当該医療機関が作成したリハビリテーション実施計画書等により、当該利用者に係るリハビリテーションの情報を把握するよう努めます。
事業所の職員は、利用者の状況に合わせて適切にサービスを提供するために、サービス担当者会議等で利用者・家族と協議のうえ（介護予防）通所リハビリテーション計画を定め、また、その実施状況を評価します。
計画の内容及び評価結果等は書面に記載し利用者・家族に説明のうえ交付します。

	サービス提供に関する

記録について
	サービス提供に関する記録は、その完結の日から2年間保管します（診療録については、5年間保管します。）。また、利用者又は利用者の家族はその記録の閲覧が可能です。複写の交付については実費をご負担いただきます。


9　高齢者虐待防止について

	高齢者虐待防止等
のための取り組み
	事業所は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。

・研修等を通じて、職員の人権意識の向上や知識や技術の向上に努めます。

・個別支援計画の作成など適切な支援の実施に努めます。

・職員が支援にあたっての悩みや苦労を相談できる体制を整える他、職員が利用者等の権利擁護に取り組める環境の整備に努めます。


10　身体的拘束等について

	身体的拘束等の禁止
	事業所は、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為（以下「身体的拘束等」という。）を行いません。

	緊急やむを得ない場合
の検討
	緊急やむを得ない場合は、以下の要件をすべて満たす状態であるか、医師、支援相談員、介護支援専門員、リハビリテーション職員、看護職員、介護職員で構成する職員で検討します。個人では判断しません。

・当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が著しく高い場合。

・身体的拘束等を行う以外に代替する介護方法がないこと。

・身体的拘束等が一時的であること。

	家族への説明
	緊急やむを得ない場合は、あらかじめ利用者の家族に、身体的拘束等の内容、目的、理由、拘束等の時間帯、期間等を、詳細に説明し、同意を文書で得た場合のみ、その条件と期間内においてのみ行うものとします。

	身体的拘束等の記録
	身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録します。

	再検討
	身体的拘束等を行った場合には、日々の心身の状態等の経過観察を行い、検討会議を開催し、拘束の必要性や方法に関する再検討を行い、要件に該当しなくなった場合は、直ちに身体的拘束等を解除します。また、一時的に解除して状態を観察する等の対応も考えます。


11　事故のない安全な利用の為に

	事故のない

安全の利用のために
	事業所では利用者様が快適な施設利用ができますよう、安全な環境作りに努めておりますが、利用者様の身体状況や病気に伴う様々な症状、または服用されている薬の副作用が原因となり、様々な危険が伴うことを十分にご理解下さい。社会生活を営む上で完全なリスク回避は困難であり、未然予防策・安全対策を重視しますが、身体拘束等の抑制や過度な行動制限に繋がる事のないよう留意して支援致します。

	転倒事故の危険性
	自らの意思で歩行、または立ち上がりなどができる方（歩行しようと動作される方）は、ふらついて転倒する危険性がありますが、事業所職員の人員体制にも限界があり利用時間中付ききりで見守り・付き添うことは困難な状況です。また「歩きたい」「立ち上がりたい」という意思に反して、「歩かせない」「立ち上がらせない」ように抑制することは人権侵害以外にも、さらなる身体機能低下を引き起こし、さまざまなリスクの増大をさせることにもつながります。事業所では、以下に掲げる事故防止対策（未然予防策・再発予防策等）を講じておりますが、100％事故を防ぐことは困難であり、ご家族のご理解・ご協力をお願いしております。

	施設の事故防止対策
	・安全に歩行や移動ができるように身体機能の維持改善を目的として、軽い運動や体操などを行います。

・立ち上がり時や歩き始めなどの動作開始時は転倒しやすい為、介護職員へお声を掛けて（スタッフコール等含む）いただくよう、本人様にお願いしております。

・安全に歩行や移動ができるよう、施設内全体の環境調整を行っております。

・万が一、転倒してしまった場合に怪我など最小限となるよう保護対策をさせていただく場合がございます。

・日常動作の観察や記録により、活動レベル低下の早期発見に努めます。
・安全な歩行や移動が出来るよう利用者様の生活環境（服装・履物・福祉用具等）を提案し、実践評価しながら支援していきます。

	ご家族にご協力

いただきたいこと
	ご自宅での歩行状況や環境、その日の体調など、ご家族で配慮されていることがありましたら職員にお知らせください。　また、椅子やベッドからの立ち上がり動作時等がバランスを崩し転倒する危険性が高まるため、このような時には職員にお声を掛けていただけますよう（スタッフコールでも結構です）ご家族からも本人様へお伝えください。

	高齢者等

要介護者の特徴
	□　介護老人保健施設はリハビリ施設でありますので、原則的に拘束は行いません。従って歩行時の転倒、
ベッドや車いすからの転落による骨折、外傷、頭蓋内損傷の恐れがあります。

□　高齢者の骨はもろく、咳やくしゃみ、通常の対応でも容易に骨折する恐れがあります。

□　高齢者の皮膚は弱く、少しの摩擦でも表皮剥離が出来やすい状態にあります。

□　高齢者の血管はもろく、軽度の打撲であっても皮下出血が出来やすい状態にあります。

□　内服している薬の種類により、出血しやすかったり、血圧や血糖値の変動が生じやすくなる場合があります。

□　認知症の症状や加齢により、水分や食物を飲み込む力が低下し、誤嚥・誤飲・窒息の危険性が高い状態にあります。

□　認知症の症状により、入浴を強く拒否されたり、開口を拒まれ口腔清掃が出来なかったり、十分な保清が出来ない場合もあります。

□　高齢者であることにより、脳や心臓の疾患により、急変・急死される場合もあります。

□　ご本人の状態により、当施設の医師が必要と判断した場合は救急搬送する場合もあります。


12　秘密の保持と個人情報の保護

	利用者及びその家族に関する秘密の保持

について
	事業所及び事業所の職員は、サービス提供をするうえで知り得た利用者及びその家族に関する秘密を正当な利用なく、第三者に漏らしません。この秘密を保持する義務は契約が終了した後も継続します。但し、以下については法令上、事業所が行うべき義務として明記されていることから情報提供を行うこととします。

・サービス提供困難時の事業所間及び行政への連絡、紹介等

・居宅介護支援事業所、地域包括支援センター等との連携

・利用者が偽りその他不正な行為によって保険給付を受けている場合等の市町村への通知

・利用者に病状の急変が生じた場合等の主治の医師への連絡等

・生命・身体の保護のため必要な場合（災害時等において安否確認情報を行政に提供する場合）

・高齢者虐待の防止、高齢者の擁護者に対する支援等に関する法律に基づく行政への通知

	個人情報の

保護について
	事業所は、この重要事項説明書にて利用者から同意を得たものとし、サービス提供上やむを得ない場合、及びサービス担当者会議、実習生の受け入れ等において利用者及びその家族の個人情報を用いることがあります。事業所は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物については、管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。

	個人情報の

利用目的について
	事業所では、利用者の権利とプライバシー保護に十分留意しています。また、利用者から知り得た居宅情報を利用するにあたり、以下のとおり利用目的を特定し公表いたしますのでご了承ください。

	個人情報の

利用目的

（詳細）
	1、利用者への介護サービスの提供に必要な利用目的

（1）事業所内での利用目的

1)事業所が利用者への適切な介護サービスを提供するため

2)介護保険業務

3）利用者に係る事業所の管理

　・契約、更新時の管理　・会計、経理　・事故などの報告　　　・利用者のサービスの向上

（2） 他の事業者等からの情報取得、及び情報提供を伴う利用目的

　　1）事業所が利用者に提供する介護サービスのうち

　・利用者に介護サービスを提供する他のサービス事業者との連携

・事業所内において行われる学生等への実習への協力

　・行政機関、病院、診療所、薬局、訪問看護ステーション、居宅介護支援事業所、介護サービス事業者等との連携

　・主治医との相談及び連携　・その他の委託業務　・家族等への心身の状況説明
　・科学的介護情報システム（LIFE）へのデータ提出及びフィードバックの活用

・災害時、行方不明時等の情報提供、地域ケア会議の情報提供

・法人広報誌｢とかちばれ｣、法人ホームページへの掲載　
・事業所通信「ヴィラかいせい通信」への掲載

　　2）介護保険業務

　・審査支払機関へのレセプトの提出　　・審査支払機関または保険者からの照会への回答

　・外部監査機関への照会、回答等　　・その他、法人・事業所における介護保険請求のための利用

3）損害賠償保険などに係る保険会社等への相談又は届出等

2、上記以外の利用目的

（1）事業所内部での利用

1）事業所での利用

　・介護サービスや業務の維持、改善のための基礎資料　　・事業所内において行われる事例検討

（2）その他

1）外部監査機構への情報提供

2）関係法令等に基づく行政機関等への報告等

3）教育研修、ケア技術向上の目的での利用

・匿名化を図った上での利用


13　非常災害時の対策

	非常災害時
の対応方法
	災害の内容に応じて、マニュアルに基づき、人命救助を第一に迅速かつ適切に対応します。災害時は、緊急連絡網に従って管理者及び法人本部に速やかに連絡し、状況にあわせた協力要請を行います。

	平常時の訓練等
	防災訓練マニュアルに添って、年2回以上の防火訓練及び年1回以上の防災訓練を実施します。管理者は、訓練の結果を把握し、マニュアルや次回の訓練に活かします。事業所内だけでなく、地域や行政機関と連携した訓練を実施していきます。

	消防計画等
	防火管理者を配置し、消防計画を作成しております。消防計画は帯広消防署へ提出しております。

	防犯防火設備

避難設備等の概要
	自動火災報知機、消火器、スプリンクラー、消火用散水栓、自動通報装置


14　緊急時及び事故発生時の対応方法
	利用者の病状急変等の

緊急時対応方法
	（介護予防）通所リハビリテーションサービスの提供中に、利用者の体調悪化時や病状の急変等の緊急時には、当事業所の医師へ連絡し、必要な措置を速やかに講じます。また、利用者の家族に速やかに連絡させていただきます。病状等の状況によっては、事業所の判断により救急車による搬送を要請する場合もあります。

	事故発生時の対応方法
	当事業所が利用者に対して行う（介護予防）通所リハビリテーションサービスの提供により、事故が発生した場合は、速やかに利用者の家族・担当ケアマネジャー・市町村・十勝総合振興局に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。また、当事業所が利用者に対して行った（介護予防）通所リハビリテーションサービスの提供により、賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行います。事故については、事業所として事故の状況・経過を記録し、原因の分析、再発防止のための取り組みを行います。


15　衛生管理と感染予防について

	衛生管理について
	事業所の設備及び備品等については、消毒等の衛生的な管理に努めています。また、空調設備により適温の確保に努めています。職員の健康管理を徹底し、職員の健康状態によっては、利用者との接触を制限する等の措置を講ずるとともに、職員に対して手洗い、うがいを励行する等、衛生教育の徹底を図っています。利用者にも手洗い、うがいを励行させていただきます。また、食中毒、感染性胃腸炎、インフルエンザ等の感染症対策マニュアルを整備し、職員に周知徹底しています。

	感染症対策について
	利用者あるいは家族に感染の恐れがある場合、協力医療機関等での検査、診察の要請、及び感染拡大の予防的な処置（利用を自粛いただく場合を含む）を取らせていただくことがあります。


16　感染症及び災害時における業務継続について

	業務継続計画の策定
について
	事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する（介護予防）通所リハビリテーションサービスの提供を継続的に実施するため、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画を策定しております。当該業務継続計画に従い、必要な措置を講じるとともに、職員に対して業務継続計画について周知し、必要な研修及び訓練を定期的に実施しております。また、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。


17　ハラスメント防止について

	ハラスメント防止
に向けた
基本方針について
	事業所は、介護現場で働く職員の安全確保と、安心して働き続けられる労働環境が築けるよう、ハラスメントの防止に向けて取り組みます。
・事業所内において行われる優越的な関係を背景とした言動や、業務上必要かつ相当な範囲を超える行為は、事業所として許容しません。
・ハラスメント事案が発生した場合、マニュアル等を基に即座に対応し、ハラスメント防止委員会において、同事案が発生しないための再発防止策を検討します。
・職員に対し、ハラスメントに対する基本的な考え方について研修等を実施し、また介護現場におけるハラスメント発生状況の把握に努めます。
・ハラスメントと判断された場合には行為者に対し、関係機関への連絡、相談、環境改善に対する必要な措置、利用契約の解約等の措置を講じます。


18　苦情相談機関

	苦情相談の体制

及び手順
	苦情又は相談があった場合は、利用者の状況を詳細に把握するため必要に応じて訪問を実施し、状況の聞き取りや事情の確認を行い、利用者の立場を考慮しながら事実関係の特定を慎重に行います。相談担当者は、把握した状況を管理者等とともに検討を行い、当面及び今後の対応を決定します。対応内容に基づき、必要に応じて関係者への連絡調整を行うとともに、利用者には必ず対応方法を含めた結果報告を行います。苦情又は相談については、事業所として苦情相談の内容・経過を記録し、原因の分析、再発防止のための取り組みを行います。

	事業所苦情相談窓口
	担当者　支援相談員　　　
※苦情受付箱を1Fエントランスホール(手洗い場の右手)に設置しています。

連絡先　0155-37-7600　　FAX　0155-37-7602

メール　villa-kaisei@hakuaikai.org

	事業所外苦情相談窓口
	十勝総合振興局保健環境部保健行政室企画総務課企画係

連絡先　0155-27-8634　　　　　　FAX　0155-25-0864

	
	北海道国民健康保険団体連合会　介護保険課企画苦情係　　　連絡先　011-231-5175

	
	帯広市役所　介護高齢福祉課介護認定給付係　　　　　　　　連絡先　0155-65-4151、4152（直通）


19　協力医療機関等

	連携医療機関
	社会医療法人博愛会　開西病院

	
	所在地　帯広市西23条南2丁目16番地27 　電話　0155-38-7200

	協力医療機関
	医療法人社団博仁会　大江病院

	
	所在地　帯広市西20条南2丁目5番地3　　 電話　0155-33-6332

	協力医療機関
	医療法人社団緑葉会　グリーン皮膚科クリニック

	
	所在地　帯広市西23条南2丁目16番地41　 電話　0155-61-1212

	協力医療機関
	医療法人社団　高山泌尿器科

	
	所在地　帯広市西5条南36丁目3番地8　　 電話　0155-47-1117

	協力医療機関
	たけざわ耳鼻咽喉科

	
	所在地　帯広市西19条南3丁目35番地4　　電話　0155-41-2001

	協力歯科医療機関
	社会医療法人博愛会　開西病院（歯科）

	
	帯広市西23条南2丁目16番地27　　　　　電話　0155-38-7200

	協力歯科医療機関
	つがやす歯科医院

	
	所在地　帯広市西10条南9丁目5番地5　　 電話　0155-21-2002

	協力歯科医療機関
	ますち歯科診療室

	
	所在地　帯広市西23条南3丁目28番地　　　電話　0155-41-8814


	この重要事項説明書の説明年月日
	令和　　　　年　　　　月　　　　日


	事業所　所在地
	帯広市西22条南2丁目2番地10

	事業所　名称
	社会医療法人博愛会　介護老人保健施設ヴィラかいせい

	事業所　電話番号
	電話　0155-37-7600　　　　FAX　0155-37-7602

	管理者　氏名
	管理者　　　　　　　武藤　多津郎　　　　　　


　　　　　　　　　　　　　　　　　
説明担当者　　　　　　　　　              　     　　
	博愛会もしくは、ヴィラかいせい発行の広報紙、ホームページ等に利用者様の様子が掲載されることに、
	· 同意します　　　　□　同意しません


	実費負担
	都度実費
	· 同意します


私は、本説明書にもとづいて、重要事項の説明を確かに受け、サービスの提供の開始について同意いたします。
↓※請求書の送付先に○印をつけてください。
	
	利用者住所
	

	
	利用者氏名
	

	
	利用者電話番号
	　　　　　　　　－　　　　　　　－

	
	家族住所
	

	
	家族氏名
	（続柄　　　　　　）

	
	家族電話番号
	　　　　　　　　－　　　　　　　－

	
	家族メールアドレス
	　　　　　　　　　　　　　　　　　＠

	
	身元引受人住所
	

	
	身元引受人氏名
	（続柄　　　　　　）

	
	身元引受人電話番号
	　　　　　　　　－　　　　　　　－

	
	身元引受人メールアドレス
	　　　　　　　　　　　　　　　　　＠

	
	代理人住所
	

	
	代理人氏名
	（本人との関係　　　　　　）

	
	代理人電話番号
	　　　　　　　　－　　　　　　　－

	
	代理人を定めた理由








　この「重要事項説明書」は、介護保険法に関する厚生省令４０号５条の規定にもとづき、介護老人保健施設サービス提供契約に際して、事業所があらかじめ説明しなければならない内容を記したものです。





□ 利用者と同じ





□ 利用者と同じ
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